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個人情報保護基本方針

静岡県小学生バレーボール連盟(以下、「県小連』としヽしヽます)は、選手および各組織圏体(以下、「団体Jと

いひます)の個人情報を適切に取扱い、保護してしヽくことは、菫要かつ社会的な責務であると考えてしヽます。      ●

県小連では、以下の通り4国人情報保護基本方針を定綺、適切、安全な取扱いを推進してましヽります。

l lEl人情報の取り扱いに関する法令、IXIlが定める指針その他の規範を遵守するとともに、「個人情報爆護

責任者」を設置し、通切な個人情報の取扱りの管理を行しヽます。

2 個人情報の取得にあたっては県小連運営および圃体登録に必要な範囲に限定して適切な手段で行うも

のとし、取得時には利用の目的を明確に示した上で、児菫の保護者また|ま 団体の同意を得たもの (以下「本

人」という)だけを取得します。

3 取得した個人情報は本人が同意した拳1用 目的範囲で摯1圏 し、圏的外利用を行わないものとし、そのた論

の措置を講じます。取得した個人情報について:ま 、法令に基づく場合等を除しヽて、本人の同意を得ることな

く第二者に提供及び開示|ま行わないものとし、また、本人の同意を得て第二驚に提供 ,聞 栄を行う場合には、

本人の個人情報を適切に管理するよう提供先:こ対して措置を講じます。

4.保有す為個人情報の漏えしヽ、滅失またはき換を防止するため、合理的な安全対策を講じるとと議こ万…

個人情報の漏えけ、減失またはき損等が発生した時には違やかに必要な是正措置を講じます。

5 4藝 人情報を取扱う業務を外部に嚢託する場合、委託先に対し、個人情報の合理的な安全対策を構じるよ

う適切な契約や指導壺管理を行しヽ議す

6 本人からの自己の個人情報闘示、訂正又は鶏1除等の要講、間合せ、苦情及び穣談については、対応窓

口を設け合理的な範囲内で速やかに対応します。

静躍興小学生バレーボール達盟

個人情報保護責任者  理事長   清水 修

個人情報保護担当者  総務委員長  小沢 良行



個人情報の取扱いについて

1.個人情報の取得について

県小連 iま 、朦則として本人の周意を得ることなく、選手畿場から個人1青報を取得すること|まござしヽません。

(国 人情報を県小連に提供することを希望されなしヽ場合には、入カフォームに対する入力を行わなしヽなど、     ζ

ご曲身の判断により個人情報を提供しないことができます .

2.個人情報翁利用目的について

個人情報を取得する場合は、県小違 :ま本人の個人情報がどのような目的で摯』爾するのかを、事前にお

知らせしヽたします。県小連におしヽて、選手 :こ予ぬお知らせいたしました和1圏 圏的の範囲を超えて 選手のi難

人情報をTll用する必要が生した場合|こは、Rll用 目的につしヽて再度、選手のご爾意を頂き譲す。選手 |よ 、新

たな利用目的をご検討理き、All用を断6ことが購 ます。

尚、県ノjヽ連が保有する個人f購報働摯]薦 圏的は次の通りです

(1)県小連の各種活動 (地 区薔県大会、チームづ…ダ研修会他)に係るご案寵およびご連絡

(2)総会資料および大会プ爾グラムヘの掲載

(3)指導者名簿への掲載

(4)大会公式記録への掲載

(5)そ の他県小連に係る活動のご案内およびご連絡

3.個人情報の第二者への開示まこついて

県小連は、原則として取得した個人情報を、本人の同意を得ることなく第二者に提供、隣示すること|ま致

しません。尚、本人の同意を得て提供、聞示を行う場合に|よ 、当該開示先に対して本人の1圏 人情報の適切

な保護を義務づけます。彊し、次の場合は除きます。

(霧 )法令の定論に基づく場合

(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要であつて、選手の同意を得ることが饉難である場合

(3)国 の機関若し0ま地方公共団体又 |よその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し

て協力する必要がある場合であつて、選手の同意を得る こどこより当該事務の遂行まこ支障を及ばす

おそれがある場合

4.惰報の開示、311轟 爾鶉遍知、講菫、剰!用停止、書情のお申し出等 |こついて

個人情報の間示、Xll用 目的通知、言TIE、 およびlll用停止のご講求、また、書
j購のお申し出等につきま

しては 下記お問しヽ合わせ窓園よりご連絡くださしヽ。1圏 人1青報をご提供いただきましたご本人様であるこ

とを確認した後、事実関係を調査させていただき、合理的な範爾錢で対応させていただきます。

個人情報に関する聞い合わせ `警情0お申し出先につひて
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